
 
 
 
１．開催年月日 

令和４年７月２７日（水） 午後１時００分～午後１時５３分 

 

２．開催場所 

  大東市教育委員会会議室 

 

３．出席者（５名） 

・教育長          水野 達朗 

・教育長職務代理者     太田 忠雄 

・教育委員         田中 佐知子 

・教育委員         齊藤 めぐみ 

・教育委員         中野 健一郎 

 

４．出席説明員（７名） 

 ・教育総務部長                     北本 賢一 

・学校教育政策部長                   伊東 敬太 

・教育総務部次長兼学校管理課長             芦田 雄一 

・教育総務部次長兼教育総務課長             杉谷 明子 

・学校教育政策部課長兼教育研究所長           浅井 裕子 

・産業・文化部生涯学習課長               家村 幸一 

・教育総務部教育総務課長補佐              岡田 健嗣 

 

５．傍聴者  ２名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度 大東市教育委員会 

７月 定 例 会 会 議 録 



６．議事日程 

 

 

日 程 第 １  会議録署名委員の指名について 

 

日 程 第 ２   教委議案第２３号 

        令和４年度大東市一般会計補正予算（補正第６次）【教育

関係】に係る意見聴取について 

 

日 程 第 ３  教委議案第２４号 

        旧大東市立北条幼稚園の教育財産の廃止について 

 

日 程 第 ４   教委議案第２５号 

        「令和４年度小学生すくすくウォッチ」の結果の公表につ

いて 

 

日 程 第 ５   教委議案第２６号 

        令和５年度使用大東市立小・中学校教科用図書の採択につ

いて 

 

日 程 第 ６   教委議案第２７号 

        大東市立図書館の指定管理者の指定に係る意見聴取につい                   

        て 

 

日 程 第 ７   一般業務報告 

 

 



７．議案書 

 



 



 
 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 



 

 



 

 



 
 

 



 

 



 

 



８．一般業務報告 

 

１． 令和４年大東市議会 ６月定例月議会 一般質問の要旨について 

 

 ２． 大東市教育委員会事務局における標準職務遂行能力を定める要綱の一部を改正する要綱

について 

  

 ３． 学校園における教育活動について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

９．会議録 

 

水野教育長 

 

北本部長 

 

 

水野教育長 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

水野教育長 

 

 

 

水野教育長 

 

 

芦田次長 

 

 

 

 

 

 

 

それでは定刻になりましたので、令和４年度７月定例会を開始させていた

だきます。開会に先立ち、委員の出席状況について報告を求めます。 

本日の出席は教育長及び教育委員４名、合計５名でございます。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第３項の規定により本

会議は成立することをご報告申し上げます。 

報告のとおり、定足数に達しておりますので、ただ今から７月の教育委員

会定例会を開催いたします。 

まず傍聴にお越しの皆様令和４年７月の定例会にご参加いただきまして誠

にありがとうございます。先ほども大雨が降っており、なかなか外出がしに

くい状況の中、いつもありがとうございます。 

なお、本日は所管部署でございます生涯学習課担当職員に議案説明のた

め、出席いただいております。 

それでは議事に入ります。日程第１「会議録署名委員の指名について」で

ございますが、本日の署名委員は、田中委員によろしくお願いいたします。 

次に、順番が前後しますが、生涯学習課所管である、日程第６ 教委議案

第２７号 大東市立図書館の指定管理者の指定に係る意見聴取について、及

び、日程第２ 教委議案第２３号 令和４年度大東市一般会計補正予算（補

正第４次）【教育関係】に係る意見聴取について、を議題とします。 

なお、両案件につきましては、大東市情報公開条例第６条第４号に該当す

る非公開情報が含まれておりますので、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第１４条第７項の規定に基づき、会議を公開しないこととしたいと思

います。承認の委員は挙手をお願いします。 

【挙手全員】 

ご異議なしと認めますので、それでは本件につきましては、非公開とさせ

ていただきます。 

傍聴にお越しの皆様は、一旦退席をお願いします。 

【非公開】 

それでは、ただ今から定例会を公開とします。 

次に、日程第３ 教委議案第２４号 旧大東市立北条幼稚園の教育財産の

廃止について、提案理由の説明をお願いいたします。 

教委議案第２４号 旧大東市立北条幼稚園の教育財産の廃止について、ご

説明させていただきます。 

提案の趣旨につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

２１条第２号の規定に基づきまして、旧大東市立北条幼稚園の教育財産を廃

止することについて、大東市教育委員会の議決を求めるものでございます。 

まず廃止する教育財産の概要についてご説明いたします。 

名称は、旧大東市立北条幼稚園でございます。所在地につきましては、大



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   水野教育長 

 

 

水野教育長 

 

 

浅井所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

東市北条５丁目６番５２号でございます。面積につきましては、土地２，１

３０㎡、建物８１８．３９㎡でございます。 

続きまして、提案理由についてご説明いたします。 

令和４年４月１日に、大東市立認定こども園条例が施行され、大東市立北

条幼稚園が廃止されたことに伴い、当該条例施行日に遡って、当該幼稚園の

教育財産の位置づけを廃止するためでございます。 

次のページをお開きください。 

大東市立北条幼稚園は、大東市立北条保育所と統合され、「大東市立北条

子ども園」として新たな施設となったことにより、学校教育法に基づく教育

施設としての役割を終えたものであり、教育財産から普通財産へと位置づけ

が変わり、市長部局へ所管替えを行う必要がございます。 

このため、この教育財産の廃止議案についてご承認いただきましたら、速

やかに所管替えの手続きとして、大東市公有財産規則第６条の規定に基づ

き、令和４年４月１日に遡って公有財産引継書をもとに引継ぎを行い、教育

委員会から市長部局へ当該財産の所管替えを完了させるものでございます。 

以上の理由によりまして、旧大東市立北条幼稚園の教育財産を廃止するこ

とについて、大東市教育委員会の議決を求めるものでございます。 

何卒よろしくご審議のうえ、ご議決賜りますよう、お願い申し上げます。 

この案件につきましてご意見・ご質問はございませんか。 

それでは、この案件につきまして、賛成の委員の挙手を求めます。  

【挙手全員】 

それでは、この案件に関しまして承認といたします。 

次に、日程第４ 教委議案第２５号 「令和４年度小学生すくすくウォッ

チ」の結果の公表について、提案理由の説明をお願いいたします。 

教委議案第２５号「令和４年度小学生すくすくウォッチの結果の公表につ

いて」説明をさせていただきます。令和４年度小学生すくすくウォッチの結

果の市としての公表及び学校別結果の公表につきまして、教育委員会の議決

を求めるものでございます。 

２枚目、実施要領をご覧ください。本テストの大きな目的は、１趣旨・目

的の１行目にありますように、『子どもたち一人ひとりが、学びの基盤とな

る言語能力や読解力、情報活用能力等を向上させ、これからの予測困難な社

会を生き抜く力を着実につける』こととなっております。 

問題及びアンケート結果の取扱いに関しましては、実施要領４ページの

「（４）各教科及びアンケート結果の取扱いに関する配慮事項」をご覧くだ

さい。 

各教科及びアンケート結果については、本テストの趣旨・目的を達成する

ため、適正に取り扱うものとし、公表に関しては、教育委員会や学校が保護

者や地域住民に対して説明責任を果たすことが重要である一方、児童等への

影響を十分配慮し、各学校の教育活動に支障を及ぼすことのないようにする

こととされています。 

各校の平均点を学校ごとに公表する、ということになりますと、学校のラ

ンクづけがなされてしまいます。また、実施要領の「児童等への影響を十分
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配慮し、各学校の教育活動に支障を及ぼすことのないようにする」というこ

とを鑑みますと、結果の公表については、行わないものとさせていただくの

が適切であると事務局としては考えております。 

よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いいたします。 

この案件につきましてご意見・ご質問はございませんか。 

公表している市町村は大阪府内にありますか。 

結果の概況について公表している市町村はあります。 

それは一か所だけですか。 

一か所ではないと記憶しています。 

４月は全国学力テストと似ている日程ですが、全国も大阪府もアンケート

を取りますが、内容は似ているものでしょうか、違うものでしょうか。 

似ている部分もありますし、違う部分もあります。すくすくウォッチの方

はアンケートに関して内容が多く、家庭の状況についてのアンケートもござ

います。 

テストの日程についてはいかがですか。 

日程については、すくすくウォッチの方が複数日設定してあります。それ

は６年生が学力テストとすくすくウォッチのわくわく問題について実施いた

しますので、一日では終わらないと学校が判断した場合に複数日実施出来る

ようにしています。 

６年生が教科横断型のテストということですが、どのようなものですか。 

例えば温暖化について考えてみようとしたときに最終的にポスターを書く

ということを想定して自分だったらどんな風にポスターを作りますかといっ

たことでしたり、普段の授業で活かすことが出来るようなメッセージを含ん

だ問題になっております。 

大阪府は何を求めているのですか。 

全国学力状況調査の国からのメッセージと同様、府から「子どもに付けさ

せたい力」や「授業改善に関すること」のメッセージというものがありま

す。授業改善で子どもたちに生きてはたらく知識を得ることが出来るよう、

また主体的に授業に取り組むことができるように、こういう授業改善をした

らいかがでしょうかというようなことがメッセージとして込められていま

す。 

昨年度の結果公表はどのようにしたか教えてもらえますか。 

市の結果概況については学校にお返しをしています。そこから先生方にし

っかり分析していただいて、自校でどのように授業改善したら良いかを検討

して頂いております。今年度についても昨年度と同様に考えております。 

それでは、この案件につきまして、賛成の委員の挙手を求めます。 

【挙手全員】 

それでは、この案件に関しまして承認といたします。 

次に、日程第５ 教委議案第２６号 令和５年度使用大東市立小・中学校

教科用図書の採択について、提案理由の説明をお願いいたします。 

教委議案第２６号「令和５年度使用大東市立小・中学校教科用図書」の採

択について説明をさせていただきます。 
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令和５年度に大東市立小・中学校が使用する教科用図書を採択することに

つきまして、教育委員会の議決を求めるものでございます。 

理由といたしましては、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する

法律第 14 条、同法施行令第 15 条第 1 項の規定によりまして、学校教育法附

則第 9 条に規定する教科用図書を除き、４年間は、毎年度同一の教科用図書

を採択しなければならないという規定でございます。 

これにより、採択期間は小学校が令和２年度から５年度、中学校が令和３

年度から６年度となります。 

以上のことから、小・中学校の令和５年度使用教科用図書につきまして

は、小・中学校どちらも令和４年度と同一の教科用図書を採択しなければな

らないということになります。 

資料「令和４年度使用大東市立小・中学校教科用図書一覧」にございます

教科用図書の採択について、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願

いいたします。 

この案件につきましてご意見・ご質問はございませんか。 

それでは、この案件につきまして、賛成の委員の挙手を求めます。 

【挙手全員】 

それでは、この案件に関しまして承認といたします。 

以上で本日の教委議案を終わります。 

 

・・・・・日程第７ 一般業務報告につき要点のみを記載・・・・・ 

 

①令和４年大東市議会 ６月定例月議会 一般質問の要旨について 

⇒教育関連の質問は１０議員から１４項目。 

②大東市教育委員会事務局における標準職務遂行能力を定める要綱の一部を

改正する要綱について 

⇒規則改正に伴い所要の改正を行うもの。 

③学校園における教育活動について 

⇒１学期が終了となったが終業式の際にも４学級が学級閉鎖という状況であ

った。今後国や府から新たな通知の発出があった際は速やかに各校に通知

し２学期をスムーズに迎えることが出来るようしていく。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

各教育委員から意見等について 

 

・コロナ禍になってから出来ない理由を並べるのが得意になってきたと感じ

ている。明るい未来のために出来る思考が大切である。 

・末広公園の芝生ではピクニック出来ますと肯定的な標識があります。肯定

的なことを書くことは良いことであると感じた。 

・緊急時の人員配置等、ICTを活用した情報共有によってコロナ対応をする

ことが出来た。 

・学校で育てているアサガオやトマトを見ると、学校の対応が良くわかる。



  

 

令和４年９月３０日 

 

 

水野教育長 

 

田中委員 

枯れている植物や育っている植物がある中、極端に言えばそれが成績に結び

ついているのではないかと思う。 

 

 

以上をもちまして、７月の教育委員会定例会を終了いたします。 

 

 以上 


